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事業名

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度要求

予算額（補正後） 12 266 409 430

執行額 0 107 169

執行率 0% 40% 41%

（事業の概要）

（論点）

論点等説明シート

看護師の特定行為に係る研修機関支援事業

予算の状況
（単位：百万円）

事業についての論点等

　平成２７年１０月より施行された看護師の特定行為に係る研修制度を円滑に実施するための指
定研修機関の設置準備・運営及び指導者育成研修に必要な経費の支援等。

（2025年（平成37年）に向け研修終了者を10万人養成するために必要な指定研修機関数(約300施設)を
確保することが目標）

③看護師の特定行為に係る指導者育成事業
　研修の質の確保を図り、指定研修機関や実習施設において効果的な指導ができるよう、指導者育成の
ための研修を行う。
【創設年度】平成27年度
   【補助先】公募により選定された団体（医療関係団体等）
   【補助率】定額

④特定行為に係る看護師の研修制度普及促進費
　制度普及を図るために講演会の開催やポスターの印刷等を行う。
【創設年度】平成27年度

①看護師の特定行為に係る研修機関導入促進支援事業
　研修機関の指定に必要なシミュレーター購入費やカリキュラム策定等に必要な経費を支援する。
【創設年度】平成26年度
　 【補助先】医療機関等（特定行為に係る看護師研修実施予定機関）
   【補助率】定額

②看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業
　指定研修機関の運営に必要な指導医経費や実習施設謝金等に必要な経費を支援する。
【創設年度】平成27年度
   【補助先】指定研修機関
   【補助率】定額

　事業の進捗が低調である要因を分析し、補助事業についても事業を促進する仕組みとなるよう
検討すべきではないか。

事業番号 ①

（参考）執行実績

①看護師の特定行為に係る研修機関導入促進支援事業

平成２６年度：０施設（３施設） 平成２７年度：２１施設（３８施設）、平成２８年度：１９施設（３８施設）
※指定研修機関の申請開始が平成２７年４月となったため、平成２６年度は執行実績がなかった。

※指定研修機関として指定申請のあった全ての機関に執行している。

②看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業

平成２７年度：６施設（２５施設）、平成２８年度：１８施設（４８施設）

※（）内の施設数は当初見込
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事業名

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度要求

予算額（補正後） 226 220 209 213

執行額 163 162 194

執行率 72% 74% 93%

（事業の概要）

（論点）
　後発医薬品の使用促進について、平成27年度に実施された重要課題検証において、「後発医
薬品に対する安心・信頼の向上」が課題とされているが、その後の取組の結果を踏まえた検証
が必要ではないか。

⑤後発医薬品安定供給事業経費（職員旅費）
　後発医薬品の安定供給のため後発医薬品メーカーに対する調査等を行う。

論点等説明シート

医薬品等産業振興費

予算の状況
（単位：百万円）

事業についての論点等

後発医薬品の使用促進及び、医薬品産業・医療機器産業に関する諸情報の収集・分析及び総
合的な調査研究を行い、積極的に産業政策の企画立案に取り入れていく。

【後発医薬品使用促進対策費（136百万円）】

①都道府県協議会開催経費 （委託費）
　各都道府県において、医療関係者等を構成員とする協議会を設置し、国民・医療関係者が安心して後
発医薬品を使用できるよう、地域の中核的な役割を果たす医療機関で採用されている後発医薬品をまと
めた汎用後発医薬品リストの作成等、地域の実情に応じた使用促進のための具体的な事業（後発医薬
品安心使用促進事業）を検討し、実施する。
　 【委託先】　都道府県

②「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」（※）検証検討事業経費（委託費）
　「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」の取組状況の調査を実施する。
　 【委託先】　民間団体

③後発医薬品啓発事業経費（委託費）
　広告媒体を活用して、後発医薬品の普及啓発を行う。
　 【委託先】　民間団体

④専門家向け、一般向け後発医薬品普及啓発資材作成経費（庁費）
　後発医薬品の普及啓発のためのポスター、リーフレット等の作成を行う。

※後発医薬品の更なる使用促進を図るために取り組むべき具体的な施策等を示した行程表。

事業番号 ②

（参考）重要課題検証（中間取りまとめ）（抜粋）

後発医薬品に対する安心、信頼の向上

単に目標値を定め、経済的誘因を設定するのみならず、国民がより一層安心と利便性を感じながら

後発医薬品を使用できるよう取り組む必要がある。
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事業名

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度要求

予算額（補正後） 782 1,085 1,085 1,077

執行額 521 631 566

執行率 67% 58% 52%

（事業の概要）

（論点）

①事業ごとの予算額と執行額に乖離があることから、実態を踏まえた適正な予算規模に見直す
とともに、執行状況を踏まえ、各事業の見直しや廃止を検討するべきではないか。

②本補助金は、地域の実情を踏まえ都道府県の取組を幅広に支援するものとなっているが、国
庫補助金としてより高い政策効果を実現する観点から、補助対象事業を具体的に規定し、国とし
て政策誘導すべき事業に重点化を図るべきではないか。

論点等説明シート

都道府県がん対策推進事業

予算の状況
（単位：百万円）

事業についての論点等

「がん対策基本法」（平成18年法律第98号）及び「がん対策推進基本計画」（平成24年6月閣議決
定）を踏まえ、都道府県ごとに策定された「都道府県がん対策推進計画」に基づき、各都道府県
が地域の実情を反映させた各種施策を実施する際に必要な経費を補助する（補助率1/2）。

【補助対象事業】
①がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修事業
②がん検診実施体制・医療提供体制等の強化に資する事業
③効果的ながん情報の提供に資する事業
④がんに関する総合的な相談体制の整備に資する事業
⑤がん登録の推進に資する事業
⑥がん検診の受診促進や受診率向上に資する事業

なお、がん登録の推進に資する事業は第一号法定受託事務（※）であり、「がん登録等の推進に
関する法律」（平成25年法律第111号）において、国は、その費用の2分の1を補助することとされ
ている。

※法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役
割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定
めるもの。

事業番号 ③

【参考】平成28年度の事業別執行実績

予算額
（千円）

執行額
（千円）

執行率
（％）

実施都道
府県数

112,894 12,792 11 17

65,542 174,082 266 33

12,760 64,769 508 25

252,296 67,597 27 24

617,439 109,898 18 45

23,712 137,242 579 38

1,084,643 566,380 52 －

①がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修事業

②がん検診実施体制・医療提供体制等の強化に資する事業

事業内容

合計

③効果的ながん情報の提供に資する事業

④がんに関する総合的な相談体制の整備に資する事業

⑤がん登録の推進に資する事業

⑥がん検診の受診促進や受診率向上等に資する事業
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事業名

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度要求

予算額（補正後） 127 138 121 102

執行額 86 87 97

執行率 68% 63% 80%

（事業の概要）

【実施主体】国

（論点）

①若年層の献血者数が減少している現状を踏まえ、
若年層に対する献血促進策について、事業内容・
実施方法の見直しやさらなる重点化を検討するべき
ではないか。

②執行状況を踏まえ、各事業の必要性を全般的に
精査し、予算の効率的な執行を図るべきではないか。

論点等説明シート

血液安全・安定供給等推進事業

予算の状況
（単位：百万円）

事業についての論点等

「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」（昭和31年6月5日法律第160号）及び「血
液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針」（平成25年7月23日厚
生労働省告示第247号）に基づき、「献血の推進に関する計画」（平成29年3月31日厚生労働省
告示第118号）を策定し、血液製剤の安定供給確保、安全性向上、国内自給確保、適正使用推
進を図るため、以下の事業等を行う。

事業番号 ④

＜安定供給確保＞

将来にわたって血液を安定的に供給していくため、都道府県や日赤との協議会及び献血運動推

進全国大会の開催や、献血推進のための教育・啓発資料の作成等を行う。

※平成24年度の公開プロセスの結果、日赤への補助を廃止し、国が直接実施することとなった。

＜安全性向上＞

血液製剤の安全性向上を図るため、新興感染症など新たなリスクに対する血液のスクリーニング

手法の確立や、血液の安全性を確保するための核酸増幅検査（ＮＡＴ）が適切に実施されている

か、精度管理等を国立感染症研究所において実施する。

＜国内自給確保＞

血漿分画製剤の国内自給体制の整備を図るため、我が国における製造・供給体制について検討

するとともに、外国メーカーの状況など海外事業についての調査を行う。

＜適正使用推進＞

全国の医療機関における血液製剤の使用実態や適正使用に向けた体制整備の状況について調

査し、その結果をもとに各医療機関に対して適正使用の取組を行うよう働きかける。

【参考】平成28年度の分野別執行実績
予算額
（百万円）

執行額
（百万円）

執行率
（％）

安定供給確保 37 29 77

安全性向上 27 26 96

国内自給確保 29 17 59

適正使用推進 28 26 93

合計 121 97 80
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＜とりまとめコメントの概要＞

＜外部有識者のコメント＞

６名全員が見直しが不十分とのご判断。うち３名が「廃止」、２名が「抜本的改善が必
要」、１名が「一部改善が必要」とのご判断。
集計結果を踏まえ、とりまとめとしては「廃止」とする。
一方、今日の議論の中でも、事業の必要性や見直しの余地等に関するご意見も頂い
た。血液法に国の責務が規定されていることも踏まえて、大臣始め他の政務とも相談
して対応していきたい。

一部改善

行政事業レビュー公開プロセス（６月２１日）

（事業名）血液製剤対策事業

コメント結果 事業の廃止

見直し案は妥当

見直し案では不十分
事業の廃止

抜本的改善

・国庫補助の廃止。
・日赤の経営努力を促す仕組みが必要（第三者による業績評価制度等）。
・日赤の会計制度、監査制度（適切な基準の設定含む）の適正化を早急に図るよう指
導しべき（現時点では製造原価に開示されていない）。尐なくとも独法並の透明性を確
保すべき。
・コストダウン努力が明白に見られない。
・「新鮮凍結血漿」「血小板」の価格は欧米の２～４倍である。
・一方、日赤は血液事業では、大幅な剰余金が生じている。
・この際、補助金は中止し、日赤の自助努力に、待つべきである。
・補助金で措置する事業としては廃止し、診療報酬（薬価）の中で、対応すべきであ
る。しかも、日赤のコスト削減を薬価に反映すべきである。日赤の情報公開をもっと進
めるべき。特に血液事業特別会計のＢ/Ｓにおいて、基金が多く蓄積されている点は
看過できない。
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・２０２０年以降血液供給が不足すると予想されるならば、今から日赤以外の採血事業
者の新規参入を促すべきである。
・献血促進のうち、若年層の献血促進に重点化するべき。
・施設（バス、モデルルーム等）の整備が献血促進につながる根拠が不十分
・公費を使わなくても良い事業では？医療保険事業として実施しても良い。
・安全性を表すアウトプット・アウトカム指標が必要。
・一般的な施設整備等の見直しは理解できるが、その代わりに実施しようとしている事
業の必要性が十分精査されていないように思われる。
・採決と輸血用血液製剤を独占的に扱っている日赤は、自身はでいかに合理的に安く
安全な医薬を国民に届けるか、絶え間なく検討を行う責任がある。本事業のように補
助金で全体の事業内容が見えにくくなるシステムはあらためて、例えば薬価の方に反
映することでより多くの眼にさらし、合理的なコスト→価格となるようすべきである。輸
入製剤とのフェアな競合も図られるべきだ。その中で、献血ルームの環境整備につい
てはより推進していただきたい。快適でおしゃれな場所の提供は他の啓蒙的な事業に
比べ、特に若い層、女性層の献血熱を高めるのにより有効な方法だと思う。
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事業名

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度要求

予算額（補正後） 149 220 318 243

執行額 116 132 177

執行率 78% 60% 56%

（事業の概要）

　　〔実施主体〕国

　　〔実施方法〕委託・請負

（論点）

　【参考】１事業（※）あたりの平均コスト（単位：百万円）

　　　　　　平成25年度　　　26年度　　　　27年度　　　　　28年度　

　　　　　　　　　14　　　 　　　　11　　　　　　　12　　　　　　    16　

　【参考】設定されている成果指標

　　　健康保険・船員保険、国民健康保険及び後期高齢者医療の事業状況並びに実態調査等の
　　集計・分析数

②   事業内容や単価当たりコストが妥当か検討を行うべきではないか。

①   医療費統計業務として公表の早期化や、わかりやすい情報開示のあり方について検討
　を行うべきではないか。

③   現在の成果目標はアウトプット的であり、事業目的の達成度合いを把握するために適
　　切なものを設定すべきでないか。

　【参考】　政府の統計調査は、月次調査は60日以内、年次・周期調査は１年以内に公表するこ
とを原則目標としていて、概ね達成しているものの、健保事業状況報告（月次）は約４ヶ月後、国
保実態調査報告（年次）の公表は約１年１ヶ月後の公表となっており、一部公表に時間を要して
いる調査もある。

※　医療費情報総合管理分析システムは、医療保険制度の医療費データを制度別、保険者別、
月別等に管理するため、９つのサブシステムで構成されている。このシステムを使用して、医療
保険制度の事業状況報告（月報・年報）及び各種実態調査等を合わせて、毎年１１事業の集計
分析・公表を行っている。

論点等説明シート

医療費情報総合管理分析システムに要する経費

予算の状況
（単位：百万円）

事業についての論点等

   医療保険制度の医療費データを制度別、地域別、保険者別、月別等に総合的、体系的に
管理することにより、医療費分析を迅速かつ的確に行う。医療保険制度の円滑な運営のため、
健康保険、船員保険、国民健康保険及び後期高齢者医療に係る事業状況並びに実態調査等
を集計・分析する。

事業番号 ⑤
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事業名

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度要求

予算額（補正後） 271 272 365 512

執行額 271 272 365

執行率 100.0% 100.0% 100.0%

（事業の概要）

（論点）

(※)食品中の農薬等について、残留基準が設定されていない農薬等が一定量（0.01ppm）を超えて残留する
場合に、その流通を原則禁止する制度

論点等説明シート

農薬等ポジティブリスト制度推進事業

予算の状況
（単位：百万円）

事業についての論点等

○ポジティブリスト制度（※）導入時に設定した残留農薬等の暫定基準及び制度施行後に新たに申請を受
　 けた残留農薬等の本基準化
　 ⇒一日摂取量調査等に係る経費　１１５百万円
　 ⇒残留見直し検討経費等　※審査体制強化のための人件費等　８２百万円の内数

○策定した残留農薬等の基準値を適切に監視するための分析法の開発
　 ⇒残留農薬等分析法開発等に係る経費　３１３百万円

○基準策定済みの農薬等について、ARｆD(急性影響の指標)を考慮した基準値の見直し
 　⇒残留見直し検討経費等　※審査体制強化のための人件費等　８２百万円の内数

①基準策定が必要な品目が相当数残っていることから、基準策定に係る審査の迅速化を図るべきではな
いか。また、審査方法等の見直しを含め基準策定に係る期間の短縮を図る方策を検討すべきではないか。

②基準策定や見直しを効率的に進めるために必要な一日摂取量調査（※）については、基準策定等の早
期化を図る観点から、より多くの品目や農薬等数を調査対象とする必要があるのではないか。

③基準策定件数が増えることで基準値の監査等の業務量増加が見込まれることから、限られた予算内でよ
り多くの試験法を開発・改良するために、調達方法の改善（複数の試験法開発の一括調達等）を図り、予算
の効率的な執行を進めるべきではないか。

　　※今後、ARｆDを考慮した基準値の見直しが必要な件数　（平成２９年３月３１日現在）

　　※今後、農薬等の本基準化が必要な件数　（平成２９年３月３１日現在）

　※一日摂取量調査
  　 ⇒日常の食事を通じて、残留農薬等毎に、
　    　実際の国民の平均一日摂取量を調査する。

事業番号 ⑥⑥⑥

（単位：件）
本基準策定済み件数　 （制度開始～現在まで） 344
うち、ARｆDを考慮している件数 44
今後、ARｆDを考慮した基準値の見直しを要する件数 300

（単位：件）
暫定基準策定件数（制度開始時） 758
うち、本基準策定済み件数　 （制度開始～現在まで）※ 344
今後、本基準策定が必要な件数 414
※年間の本基準策定件数は約40件程度

（単位：件）
新規申請件数（制度開始～現在まで）※ 83
うち、基準策定済み件数※ 67
今後、基準策定が必要な件数 16
※年間の申請件数は約8件程度
※年間の基準策定件数は約8件程度

過去3か年の一日摂取量調査件数　（平成29年3月31日現在） （単位：件）

H26 H27 H28

実績値 216 200 200

当初見込 248 248 248
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事業名

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度要求

予算額（補正後）

執行額

執行率

（事業の概要）

（論点）

２．介護給付適正化推進特別事業
　　都道府県が、保険者が実施する適正化事業の取組を支援するために行う以下の事業
等に対する補助を行う。
　①ケアプラン点検方法等に関する研修
　②介護給付適正化に係るシステム活用に係る研修
　③国保連合会に委託して、適正化システムによる縦覧点検・医療情報との突合、介護
　　 給付費通知の作成等
　【負担割合】国１００％

①　適正化主要５事業は全ての保険者が実施すべきであるが、未実施保険者があるの
　は問題ではないか。

②　介護給付適正化推進特別事業の補助率は10/10となっているが、市町村が実施する
　介護給付等費用適正化事業とのバランスも考慮し、補助率を見直すべきではないか。

論点等説明シート

介護給付適正化事業等

予算の状況
（単位：百万円）

事業についての論点等

　利用者に対する適切なサービスの確保や不適切な給付の削減が図られることにより、
介護保険制度の信頼感を高めるとともに、介護給付費の増大や介護保険料の上昇を抑
制することを通じて、持続可能な介護保険制度の構築に資するため、介護給付適正化事
業等（１介護給付等費用適正化事業、２介護給付適正化推進特別事業）を行っている。

１．介護給付等費用適正化事業
　保険者(市町村）が実施する以下の介護給付費の適正化事業（主に①～⑤）に対する補
助を行う。
　①認定調査状況チェック
　②ケアプラン点検
　③住宅改修等の点検
　④医療情報との突合等
　⑤介護給付費通知
　【負担割合】国…３９％、都道府県…１９．５％、市町村…１９．５％、１号保険料…２２％

事業番号 ⑦

64,200の内数
50

79,830の内数
50

103,038の内数
149

156,930の内数
143

794
50

906
50

864
88

－

100％
－

100%
－

59%

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
①認定調査状況チェック※ 94.1% 94.6% 94.9% 89.6% 92.2%
②ケアプラン点検 64.7% 61.0% 63.0% 60.8% 62.4%
③住宅改修等の点検 83.7% 82.1% 81.6% 79.7% 79.6%
④医療情報との突合等 78.2% 78.5% 83.5% 83.2% 88.2%
⑤介護給付費通知 68.4% 69.2% 70.1% 70.4% 71.1%

適正化主要５事業の実施率

※ ①認定調査状況チェックの実施率は、認定調査の完全直営化(原則として新規・更新・変更の

全てを市町村職員が行っている)を行っている保険者も含んでいる。
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事業名

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度要求

予算額（補正後） 1,071 1,055 1,167 1,168

執行額 1,071 1,055 1,167

執行率 100% 100% 100%

（事業の概要）

　　〔実施主体〕日本年金機構

（論点）

〔参考２〕

　　〔実施方法〕日本年金機構運営費交付金（年金特別会計業務勘定）
　　　　　　　　 　日本年金機構事業運営費交付金（年金特別会計業務勘定）

論点等説明シート

年金関係文書等保管事業

予算の状況
（単位：百万円）

事業についての論点等

   日本年金機構が保有する年金関係文書等について、機構の執務室及び機構が所有する倉庫
の収納可能量を超える文書を倉庫の賃貸借契約又は文書保管委託契約を締結し、その保管を
行うもの。

②長期保存している文書のうち閲覧頻度が低い文書（一定期間を経過した老齢給付裁定請求書
等）については、年金事務所等の近隣にある必要がなく、県域を越えた集約化や、契約単価が
安価（不便な場所など）な倉庫に保管するなど、経費の圧縮が図れないか。

③保存文書を電子画像化することにより、閲覧頻度の高い文書を即時に閲覧可能（資格取得届
等による記録確認など）とすることで、業務の効率化を図るとともに、原本の保存場所を安価な倉
庫にするなど経費の圧縮を図る。

①倉庫賃貸借契約と文書保管委託契約の経費比較を適切に行っているか、全国的に点検すべ
きではないか。その際、賃貸借契約を行う場合には、倉庫の収容率と文書の搬入計画の整合性
が取れているか、検証をするべきではないか。

〔参考１〕
会計検査院より平成２７年度決算検査報告において、倉庫賃貸借契約の締結に当たり、文書保管委託契約を締結
する場合における費用等との比較検討を行った上で調達方法を決定することを周知徹底し、経済的な契約を締結
するよう改善をするべきとの指摘を受けた。

対象事業所・・・本部１カ所、事務センター２９カ所、年金事務所３１２カ所

契約金額（平成２８年度）・・・１，０２４百万円

契約件数・・・３９件

年金関係文書・・老齢給付裁定請求書や健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等の適用・給付関係書類
等
　　　　　　　　　　※恒常的に新たに受給資格を満たした方からの裁定請求や被保険者の加入・喪失等の届出など
　　　　　　　　　　　があり、保有量は増大する

事業番号 ⑧

- 31 -



- 32 -



事業名

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度要求

予算額（補正後） 2,226 2,235 3,347

執行額 808 988

執行率 36% 44%

　（事業の概要）

　　参考：執行率

　

　（論点）

　②本事業は、過去2か年度、執行率が低調であることから、各事業の効果や必要性が低いと
  判断される事業については、見直しや縮減を行うべきではないか。

　①各事業の有効性・継続の必要性など本事業の今後のあり方を検討するため、国として
　成果目標を明確にし、本事業を実効性あるものにすべきではないか。

⑤病児・病後児保育研修事業

⑦保育士試験合格者に対する実技講習

⑧保育実習指導者に対する講習

⑨放課後児童支援員等研修事業

⑩ファミリー・サポート・センター事業アドバイザー研修事業

⑥病児・病後児保育（訪問型）研修事業

論点等説明シート

子ども・子育て支援体制整備総合推進事業

予算の状況
（単位：百万円）

事業についての論点等

　【補 助 率】　 １／２（都道府県又は市町村１／２）

　平成27年4月にスタートした子ども・子育て支援新制度における、質の高い特定教育・保育、地
域型保育、地域子ども・子育て支援事業の実施には、現任の職員の質の向上を図るとともに、新
たな事業の創設や既存事業の拡充に伴い、更なる人材を確保する必要があることから、本事業
において人材確保、資質向上を図るための各研修事業を行い、以て新制度の円滑な実施を図る
もの。

　【実施主体】　都道府県・市町村

　【沿　　　 革】　平成２７年度

③家庭的保育者等研修事業

④居宅訪問型保育研修事業

　　　　　　　　　（１）子育て支援員研修事業

　　　　　　　　　（２）職員の資質向上・人材確保等研修事業

　【実施事業】　

①保育の質の向上のための研修事業等

②新規卒業者の確保、就業継続支援

事業番号 ⑨

27年度 28年度

（１） 20.6% 39.2%

（２） 42.8% 46.3%
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事業名

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度要求

予算額（補正後） 19,000の内数 45,780の内数 42,274の内数 29,275の内数

執行額 243 304 317

執行率 － － －

（事業の概要）

（論点）

①　ひきもこり地域支援センターはほぼ全ての自治体で実施（64/67。残りの３自治体も
　29年度実施予定で検討中。）されている一方、サポーター養成研修・派遣事業について
　は低調である。そのため、両事業が一体的、効果的に展開されるよう、事業のあり方な
　どを検討すべきではないか。

参考：ひきこもりサポーター養成人数（下段の（　）内は、累計人数） 、 養成研修実施自治体数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25年度　　26年度　　27年度　　28年度
　　養　成　人　数　　　　　　　 　290　  　　 518　　 　　370　　　　600（見込）

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 （290）       (808)　　（1,178）
　　養成研修実施自治体数　　　4　　　 　　18　　　　　20　　　　　19

参考：ひきこもりサポーター派遣事業　実施自治体数
　　　　25年度　　26年度　　27年度　　28年度
　　　　　　2　　　　　　4    　　　　11　　　　　14

②　ひきこもり地域支援センターの相談件数について、自治体間でバラツキがあるが、
　その理由等を検証し、効果的な実施方法等を検討すべきではないか。

参考：ひきこもり地域支援センターにおける27年度延べ相談件数
　　  上位3都道府県：東京都 5,580 　滋賀県 4,410　 兵庫県 3,168
　　　下位3都道府県：和歌山県 138　三重県 155　   新潟県 159
　　　上位3指定都市：堺市 6,613　    浜松市 5,357 　広島市 4,368
　　　下位3指定都市：千葉市 268   　名古屋市 467　 札幌市 498

論点等説明シート

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
（うちひきこもり対策推進事業）

予算の状況
（単位：百万円）

事業についての論点等

　ひきこもり状態にある本人や家族等を支援することにより、本人の自立を促進するた
め、相談等を行う地域支援センターの運営やサポーター養成研修・派遣事業

【実施主体】
　①ひきこもり地域支援センター設置運営事業：都道府県、指定都市
　②ひきこもりサポーター養成研修事業：都道府県、市区町村
　③ひきこもりサポーター派遣事業：市区町村

【負担割合】
　国　１／２　、　都道府県・市区町村　１／２

事業番号 ⑩
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事業名

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度要求

予算額（補正後） 102 103 138 104

執行額 82 83 137（見込）

執行率 80% 81% 99%

（事業の概要）

（論点）

①　本調査は、被保護世帯の家計実態を把握する唯一の調査であるが、調査対象世帯
　数については、1,110世帯にとどまっている。家計簿を提出させ、収支等を細かく調査す
　るものであるため、自治体の負担を踏まえると、早期に調査世帯数を増やすのは困難
　であるが、今後の生活保護制度の見直し等の機会に、調査世帯数を増やす方策を検
　討すべきではないか。

②　自治体ごとに割り当てた調査世帯の確保率にはバラツキがある。調査にあたっては、
　ケースワーカーが本来業務に加え、調査員に任命される場合が多く、調査の実施が負
　担となるなど、必要な調査世帯数を確保できない自治体がある。要因を分析し、確実に
　確保する方策を検討すべきではないか。

  （参考）平成27年度調査における調査票回収率別の実施自治体数

③　都市部ほどプライバシー意識が高く、調査拒否世帯が増える傾向にあるため、調査
　実施にかかる負担が大きくなることを踏まえた対応を検討するべきではないか。

論点等説明シート

生活保護に関する調査事業

予算の状況
（単位：百万円）

事業についての論点等

　被保護世帯の家計の収支等を調査する事業（社会保障生計調査）

【実施方法】自治体（都道府県（１２都道県）、指定都市（８市）、中核市（１１市））に委託

事業番号 ⑪

総数 90%以上 80%～90% 70%～80% 70%未満

31 22 7 0 2
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事業名

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度要求

予算額（補正後） 121 100 158 162

執行額 91 100 158

執行率 75% 100% 100%

（事業の概要）

【負担割合】

（論点）

参考：

１．事業実施の流れ

２．これまでの実施状況　※製品化数は、H29年4月1日現在

※助成後製品化には、数年間を要するものが多い。

　②障害者の自立支援機器の開発（実用的製品化）に対する助成

　①の事業は定額、②の事業は２／３（大企業（資本金３億円超）は１／２）

○　障害当事者のニーズとメーカーの所有する技術・アイデアなどのシーズのマッチング
○　テーマ採択の選考、開発過程の評価など事業の実施状況
○　最長３年となっている開発期間
について、継続の可否がどのように判定され、製品化に繋がっているかなどを検証し、効
果的な事業の仕組みになっているのか検討すべきではないか。

論点等説明シート

障害者自立支援機器等開発促進事業

予算の状況
（単位：百万円）

事業についての論点等

　障害者向けの機器については、マーケットが小さく事業化が困難であるといった理由から実用
的製品化が進まない状況にあるため、企業等が障害当事者と連携して開発する取組に対して助
成を行うことにより、新たな企業の参入を促し、各企業が適切な価格で製品化し、普及促進を図
ることを目的とする。

　①シーズ・ニーズマッチング強化事業

事業番号 ⑫
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査
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複
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①シーズ・ニーズマッチング強化事業

12月

参加企業の

募集等

4月

シーズ・ニーズの情報収集・発信

企画

委員会

企画

委員会

事
業
実
施
の
流
れ

＜※複数年にわたる開発の場合も毎年このプロセスを実施＞
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事業名

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度要求

予算額（補正後） 49 82 84 102

執行額 40 58 66

執行率 82% 71% 79%

（事業の概要）

（参考２）　現在の成果目標及び成果実績

　　※電話相談は平成27年度から開始

　・ポータルサイトを利用した結果、有効、有用であった旨の回答の割合を90％以上とする。
　　26年度　　97％　　27年度　　98％　　28年度　　97％

　・電話相談を利用した結果、有効、有用であった旨の回答の割合を70％以上とする。
　　27年度　　87％　　28年度　　89％

　平成25年２月に策定された「第12次労働災害防止計画」において、平成29年度までに「メンタル
ヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80％以上」とする目標が掲げられ、この達成に向
けて、事業者に対する支援の充実が求められている。また、平成27年７月に閣議決定された「過
労死等の防止のための対策に関する大綱」において、国は、労働者等からのメンタルヘルス等
に関する相談体制の整備を図ることとされた。

　これらを踏まえ、職場におけるメンタルヘルス対策の促進及び労働者等からのメンタルヘルス
に関する相談に対応する体制の整備を目的として、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「ここ
ろの耳」を設置し、事業者、産業医等の産業保健スタッフ及び労働者やその家族等に対して、職
場のメンタルヘルスに関する最新の情報、メンタルヘルス対策に関する基礎知識、事業場の取
組事例等、様々な情報提供を行う。
　併せて、労働者等を対象とした電話・メール相談を実施する。

論点等説明シート

職域対象のメンタルヘルス対策事業

予算の状況
（単位：百万円）

事業についての論点等

（論点）

①平成27年12月に改正労働安全衛生法が施行され、ストレスチェックが義務化（50人以上の事
業場）されてから１年以上経過したことも踏まえ、それぞれの事業は効果を上げられる内容に
なっているか検証し、前年度の事業実績を踏まえた事業内容の見直しが必要ではないか。

②有用性を評価する成果目標について、それぞれの事業の効果を評価する適切な目標の設定
について検討するべきではないか。

　・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合　59.7％　（平成27年 労働安全衛生調査）

（参考１）　直近の統計データ

事業番号 ⑬
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事業名

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度要求

予算額（補正後） 1,465 1,452 1,435 1,345

執行額 1,400 1,276 集計中

執行率 96% 88%

（事業の概要）

（論点）

【事業実施主体】
都道府県労働局（47局）→民間委託（一般競争入札（総合評価））

【平成27年度実績】
のべサービス利用者数　166万人
就職者数　12万人

【委託事業のメニュー例】
①　若年者の採用拡大のための広報及び啓発等
②　若年者に対する企業説明会の実施
③　若年者に対する中小企業職場見学会の実現
④　若年者に対する職場実習機会の確保
⑤　若年者による集団的就職活動の支援
⑥　ネットカウンセリングの実施
⑦　フリーターに対する就職支援
⑧　年長フリーター等に対する就職支援
⑨　内定者に対する講習の実施
⑩　若年労働者の職場定着促進に関する支援
⑪　ジョブカフェ相互の連携強化に対する支援
⑫　高校中退者に対する就職対策
⑬　サービス向上等のための取組の実施
⑭　労働法制の普及に関する取組の実施
⑮　その他関連事業

事業創設当時（H16年度）と比べれば、雇用情勢や求人・求職者等のニーズ、労働市場を
取り巻く環境・課題が変化してきていることから、それに合わせて事業内容を見直すべき
ではないか。
　具体的には、事業の委託に当たっては、都道府県と都道府県労働局が調整の上、実施
すべき事業内容を選定しているところであるが、若年者の就職支援施策として委託してい
る事業が都道府県の強み・特色を活かしたもの（地域の産業を担う企業説明会の開催
や、ＵＩＪターン就職に係る地元企業情報の提供等）となっているかなどの観点から、事業
内容を見直す必要があるのではないか。

論点等説明シート

若年者地域連携事業

予算の状況
（単位：百万円）

事業についての論点等

　本事業は平成16年度から実施しており、年間のサービス利用者が166万人に達するなど、地域
において雇用関連サービスをワンストップで提供する施策として、各地域の雇用対策の重要な柱
となっている。
　具体的には、都道府県が運営するジョブカフェ等において、若年失業者やフリーター等の若年
者を広く対象に、職場見学会、企業説明会、各種セミナー、カウンセリング、職場定着支援等のメ
ニューのうち、地域の実情に応じた必要なものを、都道府県と都道府県労働局が調整の上、都
道府県労働局から適切と認められる民間団体に委託して実施。
　また、都道府県の要請に応じ、ジョブカフェにハローワークを併設し、ジョブカフェを利用する若
年者を対象とした職業紹介を行い、ジョブカフェにおいて職業紹介までの雇用関連サービスをワ
ンストップで提供。

事業番号 ⑭
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事業名

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度要求

予算額（補正後） 669 664 491 526

執行額 587 621 集計中

執行率 89% 94%

（事業の概要）

（論点）

①目的に対して、事業内容が多岐（別添）にわたることから、職業能力開発促進法の趣旨※を踏
まえ、役割や内容を見直し、真に目的を果たすことに寄与する事業に重点化すべきではないか。

※最近の法改正によって、労働者のキャリアプランや能力開発に関する助言・指導を行うキャリ
アコンサルタントが平成28年４月から国家資格になり、守秘義務等が課せられることとなった。
　これによって、職業に関する相談をこれまで以上に安心して行うことが可能となるとともに、企
業では、キャリアコンサルティングを通じて、社員の人材育成（職業能力向上）や若手社員の定
着支援など、特定の社員層に関する課題の解決などに結びつけることが可能であるなど、労働
者のキャリア形成支援に係るキャリアコンサルタントの役割の重要性が拡大しているところであ
る。

②一者応札の是正に向け、メニューの改廃等を含めた要件の緩和を検討すべきではないか。

論点等説明シート

キャリア支援企業創出促進事業

予算の状況
（単位：百万円）

事業についての論点等

企業に対し、労働者のキャリア形成の支援に関する助言・情報提供、キャリアコンサルティング
の実施、各種講習等の実施による支援を行うとともに、企業における人材育成システム全般に
関する情報収集、分析を行い、幅広い企業に発信することにより、労働者に対する職業能力開
発支援（キャリア形成支援）に取り組む企業の創出を促進する。

【実施主体】
民間団体

【実績（27年度）】
助言指導・情報提供件数：293,073件
在職者へのキャリア・コンサルティング実施支援のための企業訪問等支援件数：11,924件

事業番号 ⑮
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（別添） 

キャリア支援企業創出促進事業の事業内容（概要） 

 事業メニュー 支援に係る実績 
（平成 27 年度） 

① 企業内のキャリア形成支援の推進に関する専門的な

相談支援・情報提供 
     

293,073 件 

１ 
「労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力

の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措

置に関する指針」の周知・啓発 

（293,073 件の内数） 

２ 
事業内職業能力開発計画の作成及び当該計画に基づ

く効果的な職業能力開発の実施に関する支援 

（293,073 件の内数） 

３ 職業能力開発推進者の選任に関する支援 
 
職業能力開発推進者新規選任者数 13,802 人 

４ 
職業能力開発に関する各種助成金制度の活用に関す

る支援 

（293,073 件の内数(42,197 件)) 

５ 
能力開発プラン及び訓練カリキュラムの作成に関す

る支援 

（293,073 件の内数） 

６ 
職業能力評価基準の普及･啓発や、職業能力評価基準

を活用した能力評価制度の構築に関する支援 

（293,073 件の内数） 

７ 
企業内におけるキャリア形成支援等の取組を多方面

へ発信する「キャリア形成支援ポータルサイト」の運

営及び「メールマガジン」の作成 

・ポータルサイトのアクセス件 432,280 件 
・メールマガジンの新規登録者数 3,068 人 
・メールマガジンの配信回数     9 回 

 
② 非正規労働者を含む若年在職者等に対するキャリア

コンサルティングの実施 
 

 

 
非正規労働者を含む若年在職者等に対するキャリア

コンサルティングの実施 
キャリアコンサルティングに係る企業訪問件数 

11,924 件

 
③ 職業能力開発推進者講習等の実施 －

１ 職業能力開発推進者講習の実施 

・職業能力開発推進者講習の開催回数 
116 回

・職業能力開発推進者講習の参加者数 
3,230 人

２ 職業能力開発推進者選任状況の確認 －

 

- 49 -



- 50 -



事業名

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度要求

予算額（補正後） － 225 467 327

執行額 － 11 91

執行率 － 5% 19%

（事業の概要）

（論点）

【参考】女性活躍加速化助成金支給状況（平成２７年１０月～平成２９年３月）

中小企業 大企業

平成２７年度（１０月～） 34 1

平成２８年度 294 8

累計 328 9

論点等説明シート

両立支援等助成金（女性活躍加速化コース）

予算の状況
（単位：百万円）

事業についての論点等

支給件数

　女性社員が、職業生活において能力を高めつつ働き続けられる職場環境としていくために、自
社における女性の活躍に関する状況把握・課題分析を行った上で、課題解決に相応しい取組目
標及び数値目標を盛りこんだ計画を策定・公表して取組を行った結果、目標を達成した企業に対
して、取組目標達成時及び数値目標達成時に助成金を支給する（平成27年10月創設）。
　助成金の支給対象となる取組目標と数値目標の類型としては、①女性の積極採用に関する目
標、②女性の配置・育成・教育訓練に関する目標、③女性の積極登用・評価・昇進に関する目
標、④多様なキャリアコースに関する目標がある。

①助成金が活用されていない状況をどう考えるか。企業のニーズを踏まえているか検証
を行うべきではないか。

②企業の施策認知が不足していないか検証を行い、周知方法等の改善について検討す
べきではないか。

【交付先（都道府県労働局経由）】　中小企業、大企業

【助成額】

事業番号 ⑯

＜平成２８年度＞ ＜平成２９年度＞

※生産性要件を満たした場合は＜＞の額を支給

※女性管理職比率の基準値 中小企業：15％、大企業：産業平均値の1.3倍
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